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歳出［使ったお金］34億 9,608万円
人件費
6億6,660万円
（740万円）

扶助費
１億6,459万円
（△1,748万円）

公債費
4億6,580万円
（463万円）

普通建設事業費
3億1,295万円
（2,128万円）

災害復旧事業費
2億334万円
（8,205万円）

維持補修費
1億863万円
（2,000万円）

その他
9,785万円
（△2,961万円）

繰出金
4億3,018万円
（7,022万円）

補助費等
6億4,195万円
（△7,252万円）

物件費
4億 419万円（2,880万円）

義務的経費
37.1％

投資的経費
14.8％

一般的
経費

35.8％

繰出金
12.3％

※（　　）は前年度比の数値

　　　　　　　　　　ふるさと納税１億円超えるも、実質公債費比率は高水準。　　　安定した自主財源の確保で、村民の信頼と理解が得られる事業執行が必要。　

「財政運営状況「財政運営状況はは良好良好もも」」

令和５年度一般会計決算の概要

財政健全化法に基づく指標

ど
う
確
保
す
る
、安
定
し
た
自
主
財
源

ど
う
確
保
す
る
、安
定
し
た
自
主
財
源

前年度(令和４年度)に続き、目まぐるしく変化する社会情勢や、加
速する人口減少の影響を確実に受けつつも、村の「財政運営状況」は
良好とされた令和５年度決算。

しかし、令和５年度一般会計の歳入決算は、約半分が地方交付税と
なっており、今後、村の施策を進めるうえでも、安定した自主財源を
どのように確保していくのか、また県内で最も高い数値となっている
実質公債費比率の改善をどのように進めていくか課題も多い。今定例
会の会期最終日では、各会計決算を厳しく審査し、議論がなされた。

あわせて読みたい！

　令和５年度決算の詳し
い内容は、「広報きたしお
ばらむら10月号」をご覧く
ださい。

　令和５年度の一般会計の決算額
は、歳入36億1,929万円に対し、歳出
34億9,608万円となり、繰越財源を
差し引いた実質収支は、１億1,555万
円の黒字となった。
　ふるさと納税は、1億887万円と前
年比77.3％の増となった。

〇「実質公債費比率」14.6％で前年度
よりも0.1ポイント増加した。

〇「将来負担比率」は、63.6％で前年
度より2.4ポイント増加した。

「実質公債費比率」…年間の借金返済額が村の標準
的な年間収入の何％に当たるかを示したもの

「将来負担比率」…現在の借金総額等が村の標準的
な年間収入の何％に当たるかを示したもの

一般会計歳出決算額の推移

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
（億円）

（年度）令和５年令和４年令和３年令和２年令和元年平成 30年

32億6,389万円

29億3,896万円

33億4,574万円
32億5,454万円

33億8,131万円

34億9,608万円

将来負担比率の推移
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歳入［入ってきたお金］ 36億 1,929万円

村税
5億2,195万円
（419万円）

地方交付税
17億9,890万円（△2,439万円）

繰入金
1,014万円
（334万円）

繰越金
2億22万円
（2,678万円）

その他（自主財源）
1億9,784万円
（6,549万円）

国庫支出金
3億7,977万円
（234万円）

県支出金
1億3,823万円
（△264万円）

村債
2億5,730万円
（△3,560万円）

その他（依存財源）
1億1,494万円
（293万円）

自主財源
25.7%

依存財源
74.3%

※（　　）は前年度比の数値

各会計の決算額  

会  計  名 内　  容
歳　入

（一般会計から特別
会計への繰入金）

歳    出
（一般会計から特別

会計への繰出金）
差 　引

一般会計 基本的な行政運営を
行うための会計 36億1,929万円 34億9,608万円

（4億3,018万円）1億2,321万円

特
別
会
計

国 民 健 康 保 険
事業費特別会計

医者にかかったとき
の医療費の一部を援
助するための会計

3億5,716万円
（3,237万円） 3億4,724万円 992万円

簡易水道事業費
特 別 会 計

水道を安全で安定的に使
用してもらうための会計

1億4,674万円
（3,756万円） 1億2,460万円 2,214万円

特定環境保全
下 水 道 事 業
特 別 会 計

北山、大塩、裏磐梯地
区の下水道整備、維持
管理のための会計

3億8,301万円
（2億946万円） 3億101万円 8,200万円

簡易排水施設事業
特 別 会 計

小野川地区の下水道維
持管理のための会計

206万円
（153万円） 170万円 36万円

農 業 集 落
排 水 事 業
特 別 会 計

早稲沢、金山、桧原
地区の下水道維持
管理のための会計

4,518万円
（3,918万円） 4,313万円 205万円

介護保険事業
特 別 会 計

介護の必要となった方を
対象に、介護サービスの
給付を行うための会計

3億5,583万円
（5,885万円） 3億5,004万円 579万円

後期高齢者医療
特 別 会 計

高齢者の医療費に係
る保険料を管理する
ための会計

3,233万円
※（5,123万円） 3,226万円 7万円

計 13億2,231万円
（4億3,018万円） 11億9,998万円 1億2,233万円

一般会計＋特別会計 49億4,160万円
（4億3,018万円）

46億9,606万円
（4億3,018万円）2億4,554万円

※福島県後期高齢者医療広域連合への負担金を含む

　　　　　　　　　　ふるさと納税１億円超えるも、実質公債費比率は高水準。　　　安定した自主財源の確保で、村民の信頼と理解が得られる事業執行が必要。　令和５年度決算令和５年度決算

適正な予算執行適正な予算執行
で財政運営良好。で財政運営良好。
税の徴収強化で税の徴収強化で
自主財源確保を。自主財源確保を。

令和５年度一般会計決算額令和５年度一般会計決算額
歳入 36 億 1,929 万円（前年比 1.1％増）歳入 36 億 1,929 万円（前年比 1.1％増）
歳出 34 億 9,608 万円（前年比 3.4％増）歳出 34 億 9,608 万円（前年比 3.4％増）　識見を有する者から選任される委

員（山本代表監査委員）と、議会から
選任される委員（小椋監査委員）の2名
が、村の財政状況が効率的に行われ
ているかを監査します。

ご存じ
 ですか？ 監査委員

令和５年度決算

令和５年度決算監査は、８月27日
から29日にかけて実施され、９月
定例会において山本代表監査委員よ
り、報告がなされた。
◆総合意見

・山本 文麿 代表監査委員
・小椋　 眞 監査委員

① 村税全体の滞納解消必要
一般会計の村税徴収率は、前年度

比率からみると、全ての税目が上
回っており、徴収強化の努力がみら
れる。

しかし、固定資産税を中心とした
未納額は、依然として多額であるた
め、早期の徴収を心がけ、滞納額の
解消に向けて引き続き努力を。
② 自主財源のさらなる確保を
　関係職員が一体となり、ふるさと
納税が１億円を超えたことに敬意を
表する。
　今後も地域資源を活用した返礼品
の充実と、関係人口の増加によりさ
らなる地域活性化につなげることを
期待する。
③ 簡易水道・各下水道事業の繰入抑制を
　例年、一般会計からの繰入金額が
多いため、料金未納者への速やかな
納入促進に関する対応と、徴収の強
化に取り組み、村民の信頼と理解が
得られる事業執行を。
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気になる決算審査気になる決算審査 ( 主な質疑 )( 主な質疑 )  
第
６
回
定
例
会
の
会
期
最
終
日
に
お
い
て
、
令
和

５
年
度
の
一
般
会
計
及
び
７
つ
の
特
別
会
計
決
算
の

質
疑
・
討
論
・
採
決
が
行
わ
れ
、
一
般
会
計
決
算
に

つ
い
て
小
椋
眞
議
員
よ
り
動
議
が
提
出
さ
れ
る
な

ど
、
厳
し
い
指
摘
と
議
論
が
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は

質
疑
の
中
か
ら
内
容
を
要
約
し
て
お
伝
え
し
ま
す
。

ラビスパ裏磐梯大規模改修実施設計業務委託について言及ラビスパ裏磐梯大規模改修実施設計業務委託について言及
「廃止条例否決後の村の対応」と「不要経費支出への責任」は「廃止条例否決後の村の対応」と「不要経費支出への責任」は

質　
疑

【
問
】　
遠
藤
　
祐
一 

議
員

ラ
ビ
ス
パ
裏
磐
梯
大
規
模
改

修
実
施
設
計
業
務
委
託
料
１
，

９
７
０
万
円
近
く
の
経
費
は
、

令
和
６
年
度
で
の
実
施
に
向
け

進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
人
口
減

少
対
策
を
優
先
す
る
と
い
う
村

長
の
方
針
転
換
に
よ
り
、
途
中

で
頓
挫
し
、
成
果
に
は
つ
な
が

ら
な
か
っ
た
。

こ
の
多
額
の
経
費
は
、
村
民

の
税
金
で
あ
り
、
無
駄
な
支
出

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
、
村
長
は
責
任
あ
る
行
動

を
示
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

【
答
】　
村
　
長

こ
れ
ま
で
村
民
の
方
々
に
不

安
や
、
議
会
の
皆
さ
ま
方
へ
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
に
つ

い
て
、
３
月
定
例
会
に
て
村
長

等
の
給
料
の
減
額
に
つ
い
て
上

程
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ

ろ
、否
決
さ
れ
、今
日
に
い
た
っ

て
お
り
、
今
回
令
和
５
年
度
の

歳
入
歳
出
決
算
報
告
を
提
出
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。

責
任
問
題
と
し
ま
し
て
は
、

ラ
ビ
ス
パ
裏
磐
梯
の
利
活
用
に

関
し
て
、
事
業
者
と
協
議
中
で

あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
協
議
終

了
後
に
検
討
、
判
断
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
問
】　
遠
藤
　
祐
一 

議
員

　

こ
の
件
に
関
し
、
村
長
、
副

村
長
の
責
任
を
含
め
、
き
ち
ん

と
し
た
説
明
が
な
け
れ
ば
、
こ

の
審
議
に
は
応
じ
る
こ
と
は
出

来
な
い
。

【
答
】　
村
　
長

私
ど
も
も
３
月
の
議
会
で
そ

の
責
任
と
い
う
こ
と
で
、
給
料

の
減
額
を
上
程
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
が
、
皆
様
方
か
ら
は

否
決
さ
れ
た
と
い
う
事
実
も
ご

ざ
い
ま
す
。

【
問
】　
五
十
嵐
　
正
典 

議
員

ラ
ビ
ス
パ
裏
磐
梯
の
利
活
用

に
関
し
、
事
業
者
と
協
議
し
て

い
る
と
い
う
が
、
施
設
の
賃
貸

や
売
買
に
よ
る
利
活
用
は
困
難

な
も
の
と
考
え
る
。

村
民
の
方
も
こ
の
問
題
は
不

安
視
し
て
お
り
、
こ
の
課
題
解

決
に
向
け
村
長
は
ど
の
よ
う
な

方
針
を
考
え
て
い
る
の
か
。

ま
た
、
１
，９
７
０
万
円
近
く

の
経
費
を
か
け
、
何
も
成
果
が

残
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

村
民
や
議
会
へ
の
責
任
は
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

【
答
】　
村
　
長

ラ
ビ
ス
パ
裏
磐
梯
の
利
活
用

に
関
し
ま
し
て
、
こ
れ
ま
で
も

皆
さ
ま
方
に
ご
報
告
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
ま
だ

事
業
者
と
協
議
し
て
い
る
段
階

と
い
う
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
そ
の
協
議
終
了
後
に
皆
さ

ま
方
と
ご
協
議
申
し
上
げ
、
判

断
し
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
問
】　
柏
谷
　
孝
雄 

議
員

こ
の
温
泉
健
康
増
進
施
設
で

あ
る
ラ
ビ
ス
パ
裏
磐
梯
の
廃
止

条
例
が
否
決
さ
れ
た
こ
と
、
こ

こ
は
し
っ
か
り
と
行
政
で
受
け

止
め
る
べ
き
で
あ
る
。

否
決
さ
れ
た
こ
と
は
、
事
実

な
の
で
、
内
容
を
精
査
す
る
た

め
に
、
一
旦
白
紙
に
戻
し
、
議

会
と
行
政
が
協
議
す
る
機
会
を

設
け
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

ま
た
、
議
会
が
こ
の
廃
止
条

例
を
否
決
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
村
は
こ
の
施
設
の
関
心
表

明
や
事
業
者
と
の
協
議
を
進
め

る
な
ど
、
議
会
の
総
意
に
反
し

た
こ
と
を
進
め
て
い
る
よ
う
に

思
う
。

こ
の
ま
ま
で
は
、
行
政
も
議

会
も
平
行
線
を
た
ど
り
、
村
民

が
困
る
だ
け
で
あ
る
。

違
っ
た
方
法
を
検
討
す
べ
き

と
考
え
る
が
、
村
長
は
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

【
答
】　
村
　
長

こ
れ
ま
で
皆
さ
ま
方
に
ご
説

明
申
し
上
げ
て
ま
い
り
ま
し
た

と
お
り
、
人
口
減
少
な
ど
村
存

続
の
危
機
と
も
い
え
る
課
題
が

あ
り
、
全
員
協
議
会
等
で
協
議

し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

皆
さ
ま
方
へ
の
誤
解
や
理
解

が
得
ら
れ
て
い
な
い
部
分
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
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官
民
連
携
に
お
け
る
村
の
役
割
と

官
民
連
携
に
お
け
る
村
の
役
割
と

そ
の
対
応
は

そ
の
対
応
は

の
点
に
つ
い
て
改
め
て
説
明
す

る
機
会
を
設
け
た
い
と
思
い
ま

す
。ま

た
、
現
在
関
心
表
明
を
示

し
て
い
る
事
業
者
と
協
議
中
で

あ
り
ま
す
の
で
、
方
向
性
が
出

た
段
階
で
、
速
や
か
に
皆
さ
ま

へ
理
解
を
求
め
る
、
あ
る
い
は

前
を
向
い
て
ど
う
す
る
か
協
議

を
し
て
い
く
こ
と
も
必
要
と
考

え
て
い
ま
す
。

【
問
】　
小
椋
　
眞 

議
員

村
の
財
産
で
あ
る
ラ
ビ
ス
パ

裏
磐
梯
は
、
災
害
時
の
施
設
と

し
て
も
活
用
で
き
、
こ
れ
ま
で

も
多
額
の
経
費
を
か
け
、
修
繕

し
て
き
た
。

ラ
ビ
ス
パ
関
連
の
経
費
は
、

ボ
イ
ラ
ー
更
新
を
含
め
、
１
億

円
近
く
か
か
っ
て
お
り
、
そ
れ

を
途
中
で
や
め
る
と
い
う
こ
と

は
、
た
だ
無
駄
に
し
た
こ
と
に

な
る
。

議
会
で
２
回
も
否
決
さ
れ
て

い
る
の
だ
か
ら
、
最
終
的
に
は

正
常
に
動
か
し
、
営
業
し
な
が

ら
利
活
用
の
方
法
に
つ
い
て
検

討
を
進
め
て
い
く
べ
き
で
は
な

い
の
か
。

【
答
】　
村
　
長

ラ
ビ
ス
パ
裏
磐
梯
の
利
活
用

に
関
し
ま
し
て
、
こ
れ
ま
で
も

皆
さ
ま
方
に
ご
説
明
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、
一
事
業
者

と
の
協
議
を
行
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
そ
の
協
議
終
了
後
に
、

小
椋
議
員
か
ら
あ
っ
た
お
話
も

検
討
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、

ご
協
議
申
し
上
げ
た
い
と
思
い

ま
す
。

【
問
】　
小
椋
　
眞 

議
員

事
業
者
と
協
議
を
行
っ
て
い

る
と
い
う
が
、前
回
の
議
会
で
、

２
回
の
否
決
を
受
け
な
が
ら
そ

う
し
た
進
め
方
は
ま
ず
い
と
い

う
こ
と
で
、
謝
罪
し
た
ば
か
り

で
は
な
い
の
か
。

議
会
で
否
決
し
た
こ
と
を
そ

の
ま
ま
通
す
な
ん
て
こ
と
が
、

ど
こ
に
あ
る
の
か
。

副
村
長
も
こ
う
し
た
内
容
は

把
握
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、

き
ち
ん
と
村
長
を
補
佐
し
対
応

す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

【
答
】　
副
村
長

こ
れ
ま
で
の
ラ
ビ
ス
パ
裏
磐

梯
に
関
す
る
一
連
の
問
題
の
説

明
が
、
議
員
の
皆
さ
ま
に
十
分

に
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
点

と
、
そ
し
て
１
月
と
３
月
の
廃

止
条
例
否
決
に
つ
い
て
も
、
村

と
議
員
の
皆
さ
ま
方
と
の
受
け

止
め
方
が
全
く
イ
コ
ー
ル
で
は

な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

そ
の
よ
う
な
誤
解
や
認
識
の
違

い
を
議
会
の
皆
さ
ま
と
協
議
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
一
つ
一
つ
整

理
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

【
問
】　
小
椋
　
眞 

議
員

村
長
は
、
こ
れ
ま
で
１
月
、

３
月
に
廃
止
条
例
を
２
回
否
決

さ
れ
な
が
ら
、
議
会
の
議
決
を

実
行
せ
ず
に
、
ラ
ビ
ス
パ
裏
磐

梯
を
一
事
業
者
と
議
会
の
承
認

も
得
ず
に
、
利
活
用
に
つ
い
て

協
議
を
進
め
て
き
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。

こ
う
し
た
議
会
軽
視
を
し
て

き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
議

会
議
員
の
皆
さ
ん
に
理
解
し
て

も
ら
う
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
だ
け
多
額
の
損
失
を
し

て
い
る
の
だ
か
ら
、
説
明
責
任

者
と
し
て
、
内
容
を
議
員
の
皆

さ
ん
に
説
明
し
て
ご
理
解
い
た

だ
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
が
、

い
か
が
か
。

【
答
】　
村
　
長

議
員
の
皆
さ
ま
方
に
は
１
月

の
否
決
、
そ
し
て
３
月
の
否
決

と
い
っ
た
決
定
事
項
が
あ
り
ま

し
た
。

そ
の
後
、
村
と
し
て
は
関
心

表
明
の
募
集
を
行
っ
た
と
い
う

経
緯
に
つ
い
て
は
、
私
の
判
断

で
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
、
深
く

お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
今
後

の
ラ
ビ
ス
パ
裏
磐
梯
の
利
活
用

に
つ
い
て
は
、
議
会
の
皆
さ
ま

と
協
議
を
す
る
中
で
、
い
い
方

向
を
見
つ
け
て
ま
い
り
た
い
と

思
い
ま
す
。

【
問
】　
伊
藤
　
敏
英 

議
員

不
動
産
売
払
収
入
と
い
う
こ

と
で
、
寺
ノ
前
の
土
地
の
売
払

収
入
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
民
間
事
業
者
へ
下
水
道

の
引
き
込
み
と
い
っ
た
経
費
も

支
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
官
民
連
携
に
よ
る
も

の
と
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た

経
費
は
何
に
基
づ
い
て
支
払
わ

れ
て
い
る
の
か
。

【
答
】　
総
務
企
画
課
長

こ
ち
ら
は
、
宅
地
分
譲
住
宅

用
用
地
整
備
に
関
す
る
協
定
書

を
結
ん
で
お
り
ま
し
て
、
そ
ち

ら
の
連
携
事
項
の
内
容
に
基
づ

い
て
下
水
道
の
引
き
込
み
等
が

行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

【
問
】　
伊
藤
　
敏
英 

議
員

そ
れ
は
村
に
と
っ
て
何
か
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
。

以
前
、
村
長
へ
分
譲
地
に
つ

い
て
建
築
条
件
の
有
無
に
つ
い

て
確
認
し
た
際
は
、
建
築
条
件

は
無
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、

実
際
に
は
建
築
条
件
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
村
と
協
定
を
結
ん

で
い
る
事
業
者
に
し
か
メ
リ
ッ

ト
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
、

い
か
が
か
。

【
答
】　
村
　
長

村
が
所
有
し
て
い
た
遊
休
地

の
早
期
利
用
と
い
う
点
と
、
住

宅
が
建
ち
人
口
減
少
の
解
消
に

も
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
は
メ

リ
ッ
ト
に
な
る
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

【
問
】　
小
椋
　
眞 

議
員

村
長
は
官
民
連
携
と
い
っ
て

い
る
が
、
協
定
書
な
ど
を
締
結

し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
何
に

基
づ
い
て
対
応
し
て
い
る
の
か
、

ほ
か
の
議
員
の
方
々
が
分
か
る

よ
う
に
、
き
ち
ん
と
説
明
す
べ

き
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

【
答
】　
村
　
長

分
か
り
や
す
い
表
現
で
説
明

し
て
い
る
け
る
よ
う
に
、
努
め

て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
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第６回
定例会

あらまし

令
和
６
年
第
６
回
定
例
会
が
９
月
13
日
か
ら
19
日
ま
で
７
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

１
日
目
は
、
村
長
か
ら
村
政
の
報
告
と
議
案
の
提
案
理
由
の
説
明
、
２
件
の
行
政
報
告
、
そ
し
て
専
決
処
分
の
承
認
１
件
に
つ
い
て
説
明

か
ら
採
決
ま
で
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
他
の
議
案
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

５
日
目
は
、
３
名
の
議
員
の
一
般
質
問
が
あ
り
、
６
日
目
に
各
常
任
委
員
会
で
議
案
の
審
議
を
行
い
ま
し
た
。
７
日
目
は
提
案
さ
れ
た
議

案
の
質
疑
・
討
論
・
採
決
と
、
追
加
議
案
の
説
明
・
質
疑
・
採
決
が
行
わ
れ
、
本
議
会
で
は
原
案
承
認
が
１
件
、
原
案
可
決
14
件
、
原
案
同

意
４
件
と
な
り
ま
し
た
。

◎
議
案
第
52
号

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て

◆
概
要

　

主
要
地
方
道
米
沢
・
猪
苗
代

線
の
狐
鷹
森
付
近
に
お
い
て
、

桧
原
・
裏
磐
梯
地
区
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス（
ハ
イ
エ
ー
ス
）委
託

業
者
の
運
転
手
が
走
行
中
に
、

ガ
ー
ド
ロ
ー
プ
支
柱
を
破
損
し

た
。

質　
疑

【
問
】　
小
椋
　
　
眞 

議
員

事
故
を
起
こ
し
た
車
両
は
、

村
民
が
利
用
す
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
で
、
車
は
全
損
と
な

り
な
が
ら
も
、
利
用
者
が
居
な

か
っ
た
の
が
幸
い
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
大
き
な
事
故
が

４
月
に
発
生
し
て
お
き
な
が
ら
、

議
会
へ
の
報
告
が
今
定
例
会
と

な
っ
た
の
は
遅
す
ぎ
る
。
事
故

を
起
こ
し
た
こ
と
へ
の
謝
罪
と
、

改
善
策
を
早
々
に
説
明
す
べ
き

で
は
な
か
っ
た
の
か
。

【
答
】　
村
　
長

今
回
の
事
故
に
関
し
ま
し
て
、

皆
さ
ま
へ
の
報
告
が
遅
く
な
り

申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

運
行
委
託
を
し
て
い
る
会
社

へ
は
厳
重
注
意
を
行
い
ま
し
た
。

今
後
会
社
へ
の
指
導
も
進
め

て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
改
め
て
こ
う
し
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
皆
さ
ま
方
へ

報
告
す
る
こ
と
で
今
後
進
め
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
問
】　
小
椋
　
　
眞 

議
員

こ
れ
に
関
連
し
、
村
長
か
ら

の
報
告
に
、
村
消
防
団
ポ
ン
プ

車
１
台
の
車
検
切
れ
と
い
う
こ

と
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
大
変

な
問
題
で
あ
る
。

二
度
と
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
な
の
で
、
厳
重
に
注
意
す

べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
村
の
公

用
車
を
管
理
す
る
う
え
で
、
車

両
課
を
つ
く
り
、
村
民
の
方
を

雇
用
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
も

検
討
し
、
今
後
こ
う
い
っ
た
こ

と
が
な
い
よ
う
に
、
き
ち
ん
と

管
理
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

【
答
】　
村
　
長

小
椋
眞
議
員
ご
指
摘
の
と
お

り
、
こ
の
事
態
は
由
々
し
き
こ

と
で
あ
り
ま
し
て
、
本
当
に
議

員
の
皆
さ
ま
方
、
村
民
の
方
々

に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
、

二
度
と
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
起

こ
ら
な
い
よ
う
に
、
管
理
徹
底

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
の
度
は
大
変
申
し
わ
け
ご

ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

◎
議
案
第
53
号

福
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

◆
概
要

　
「
行
政
手
続
き
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

の
施
行（
令
和
６
年
12
月
２
日
）

に
伴
い
、
同
日
以
降
、
後
期
高

齢
者
医
療
の
被
保
険
者
証
は
発

行
さ
れ
な
く
な
る
た
め（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
保
険

証
の
一
体
化
）、
福
島
県
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
約
の

改
正
が
必
要
と
な
る
も
の
。

　

本
規
約
の
変
更
手
続
き
に
お

い
て
、
地
方
自
治
法
第
２
９
１

条
の
11
の
規
定
に
基
づ
き
、
各

構
成
市
町
村
の
議
会
の
議
決
を

要
す
る
も
の
。

◎
議
案
第
62
号

令
和
６
年
度
北
塩
原
村
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

◆
補
正
額

 

２
，６
７
７
万
５
，０
０
０
円

◆
概
要

　

今
回
の
補
正
予
算
は
、
人
件

費
や
令
和
５
年
度
実
績
確
定
に

伴
う
補
助
金
の
返
還
等
の
経
費

が
計
上
さ
れ
、
主
な
補
正
予
算

の
内
容
は
次
の
と
お
り
。

◆
主
な
補
正
内
容

○
令
和
６
年
７
月
８
日

豪
雨
災
害
復
旧
工
事

（
中
ノ
沢
川
浚
渫
工
事
）

（
吾
妻
川
修
繕
工
事
）

１
，３
２
０
万
円

○
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

予
防
接
種
事
業

（
高
齢
者
定
期
接
種
）

（
中
学
生
以
下
・
妊
婦
）

 

４
４
０
万
９
，０
０
０
円

○
観
光
施
設
管
理
・
修
繕
事
業

（
大
塩
虚
空
蔵
公
園
危
険
木

伐
採
）

（
湖
望
大
型
換
気
扇
修
繕
等
）

 

１
６
０
万
７
，０
０
０
円
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議
案
第
67
号
の
監
査
委
員
の

選
任
に
つ
い
て
関
連
し
、前
代
表

監
査
委
員
の
山
本
文
麿
氏
が
９

月
30
日
で
任
期
満
了
と
な
り
、

今
期
を
も
っ
て
退
任
さ
れ
ま
し

た
。山

本
前
代
表
監
査
委
員
に
は
、

１
期
４
年
間
に
わ
た
り
、
予
算

の
執
行
状
況
の
監
査
、
検
証
な

ど
、
そ
の
任
務
を
誠
実
に
務
め

ら
れ
、
多
大
な
ご
尽
力
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

◎
議
案
第
63
号

令
和
６
年
度
北
塩
原
村
国
民
健

康
保
険
事
業
費
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）

◆
補
正
額

 

３
４
万
３
，０
０
０
円

◆
概
要

今
回
の
補
正
予
算
は
、
令
和

６
年
12
月
２
日
か
ら
被
保
険
者

証
が
発
行
さ
れ
な
く
な
る
た
め

の
資
格
確
認
書
及
び
資
格
情
報

の
お
知
ら
せ
通
知
に
係
る
用
紙

代
等
の
経
費
が
計
上
さ
れ
、
主

な
補
正
予
算
の
内
容
は
次
の
と

お
り
。

◆
主
な
補
正
内
容

○
通
勤
手
当
の
改
定
及
び
昇
給

に
よ
る
人
件
費
の
経
費

○
令
和
６
年
10
月
１
日
か
ら
の

郵
便
料
金
値
上
げ
に
係
る
経

費
◎
議
案
第
64
号

令
和
６
年
度
北
塩
原
村
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

◆
補
正
額６

３
１
万
８
，０
０
０
円

◆
概
要

　

今
回
の
補
正
予
算
は
、
令
和

５
年
度
保
険
給
付
費
等
の
精
算

に
伴
う
国
庫
、県
、支
払
基
金
の

返
還
金
又
は
追
加
交
付
の
ほ
か
、

介
護
給
付
費
準
備
基
金
へ
の
積

み
立
て
等
の
経
費
が
計
上
さ
れ

た
。

◎
議
案
第
65
号

令
和
６
年
度
北
塩
原
村
簡
易
水

道
事
業
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

◆
補
正
額 

５
万
１
，０
０
０
円

◆
概
要

今
回
の
補
正
予
算
は
、
令
和

６
年
10
月
１
日
か
ら
の
郵
便
料

金
値
上
げ
に
よ
る
増
額
の
経
費

が
計
上
さ
れ
た
。

◎
議
案
第
66
号

令
和
６
年
度
北
塩
原
村
下
水
道

等
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）

◆
補
正
額 

１
７
万
円

◆
概
要

今
回
の
補
正
予
算
は
、
職
員

の
昇
給
に
よ
る
人
件
費
の
ほ
か
、

令
和
６
年
10
月
１
日
か
ら
の
郵

便
料
金
値
上
げ
に
よ
る
増
額
の

経
費
が
計
上
さ
れ
た
。

◆
議
案
第
67
号

監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

◆
内
容

　

監
査
委
員
の
任
期
満
了
に
伴

い
、
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い

て
、村
長
よ
り
、追
加
議
案
が
提

出
さ
れ
、
全
会
一
致
で
同
意
さ

れ
ま
し
た
。任
期
は
、令
和
６
年

10
月
１
日
か
ら
、４
年
間
で
す
。

■
監
査
委
員（
新
任
）

　

◆
議
案
第
68
号

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に

つ
い
て

◆
内
容

教
育
委
員
会
委
員
の
任
期
満

了
に
伴
い
、
教
育
委
員
会
委
員

の
任
命
に
つ
い
て
、村
長
よ
り
、

追
加
議
案
が
提
出
さ
れ
、
全
会

一
致
で
同
意
さ
れ
ま
し
た
。
任

期
は
、
令
和
６
年
10
月
１
日
か

ら
、
4
年
間
で
す
。

■
教
育
委
員
会
委
員（
再
任
）

　
　

◆
諮
問
第
２
号

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ

き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い

て◆
内
容

人
権
擁
護
委
員
の
任
期
満
了

に
伴
い
、
村
長
よ
り
、
追
加
議

案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
で

同
意
さ
れ
ま
し
た
。

人
権
擁
護
委
員
は
、
議
会
で

の
同
意
を
受
け
、
村
か
ら
法
務

局
へ
推
薦
し
決
定
さ
れ
ま
す
。

■
推
薦
者

五 
い
が
ら
し
 

十
嵐 

定さ
だ

裕ひ
ろ 

氏（
大
久
保
）

◆
諮
問
第
３
号

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ

き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い

て◆
内
容

人
権
擁
護
委
員
の
任
期
満
了

に
伴
い
、
村
長
よ
り
、
追
加
議

案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
で

同
意
さ
れ
ま
し
た
。

人
権
擁
護
委
員
は
、
議
会
で

の
同
意
を
受
け
、
村
か
ら
法
務

局
へ
推
薦
し
決
定
さ
れ
ま
す
。

■
推
薦
者

五 
い
が
ら
し
 

十
嵐 

幸こ
う

司じ 

氏（
谷　

地
）

人
事
案
件

退
　
任

赤
あか

城
ぎ

　明
あきら

 氏
（桧原）

山
やま

本
もと

　文
ふみ

麿
まろ

 氏
（関屋）

五
 い が ら し  

十嵐 房
ふさ

子
こ

 氏
（大久保）
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議案番号 件　名 賛成
（承認・同意）反対

議案第52号 専決処分の承認を求めることについて 9 0

議案第53号 福島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 9 0

議案第54号 令和５年度北塩原村一般会計歳入歳出決算認定について 9 0

議案第55号 令和５年度北塩原村国民健康保険事業費特別会計歳入歳出決算認定について 9 0

議案第56号 令和５年度北塩原村簡易水道事業費特別会計歳入歳出決算認定について 9 0

議案第57号 令和５年度北塩原村特定環境保全下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 9 0

議案第58号 令和５年度北塩原村簡易排水施設事業特別会計歳入歳出決算認定について 9 0

議案第59号 令和５年度北塩原村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 9 0

議案第60号 令和５年度北塩原村介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 9 0

議案第61号 令和５年度北塩原村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 9 0

議案第62号 令和６年度北塩原村一般会計補正予算（第３号） 9 0

議案第63号 令和６年度北塩原村国民健康保険事業費特別会計補正予算（第２号） 9 0

議案第64号 令和６年度北塩原村介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 9 0

議案第65号 令和６年度北塩原村簡易水道事業会計補正予算（第１号） 9 0

議案第66号 令和６年度北塩原村下水道等事業会計補正予算（第１号） 9 0

議案第67号 監査委員の選任について 9 0

議案第68号 教育委員会委員の任命について 9 0

諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 9 0

諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 9 0
※議長は採決には加わりません。

令和６年第６回定例会　会議に付した結果一覧

次回定例会は 12 月６日 開会予定です。
議会は皆さんの生活に寄り添い、皆さんの声を村へ反映する議決機関です。

村のこれからが見える議会傍聴にぜひ足をお運びください。
また、議会の審議結果は議会ホームページからもご確認いただけます。

詳しくは以下のＱＲコードを読み取り、ご参照ください。

議会傍聴、議会だよりのお問い合わせは議会事務局まで

議会傍聴にお越しください！議会傍聴にお越しください！議会傍聴にお越しください！議会傍聴にお越しください！

TEL：（２３）３２６３　FAX：（２５）７３５８
HPアドレス：https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/gikai/

◆議会傍聴の案内
（議会 HP）

◆審議結果の案内
（議会 HP）
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一
般
質
問
と
は
？

議
員
が
村
の
行
政
全
般
に
つ
い
て
、
事
務
の
執
行
状
況
や
将
来

の
方
針
等
に
つ
い
て
の
所
信
や
疑
問
を
質た
だ

す
こ
と
で
、
報
告
や
説

明
を
求
め
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

村
政
を
質
す

ズバリ!!

１　北　原　安　奈　　議　員……………………… 10
○災害発生時の村の対応と防災対策について
○サイクルツーリズムの現状と今後の計画について

２　遠　藤　康　幸　　議　員……………………… 11
○農業施策全般について伺う

３　遠　藤　春　雄　　議　員……………………… 12
○村の人口減少に対する施策について

（登壇順）

議会映像、議会だよりのお問い合わせは議会事務局まで。
ＴＥＬ：（２３）３２６３　　ＦＡＸ：（２５）７３５８
HPアドレス：https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/gikai/

北塩原村議会では、令和６年７月より本会議の録画映像をインターネッ
トにて配信し、９月定例会から、本会議のライブ配信も開始しました。

議会傍聴することのできない方など、議会をより多くの方にご覧いただ
けるよう利便性の向上を目指し、環境整備を行いました。

本会議のライブ配信終了後、おおむね10日前後（土・日・
祝日を除く）には、録画配信の視聴が可能となる予定です。

（編集作業等により、録画配信の時期が遅れる場合もござい
ます。）

お気軽に議会映像がご視聴いただけます

議会映像配信の
案内はこちらの
QRコードを読み
取ってください。
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北き
た

　
原は
ら

　
安あ
ん

　
奈な 

議
員

災
害
発
生
時
の
村
の
対
応
と

災
害
発
生
時
の
村
の
対
応
と

防
災
対
策
の
現
状
は

防
災
対
策
の
現
状
は

サ
イ
ク
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム
の

サ
イ
ク
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム
の

現
状
と
今
後
の
計
画
は

現
状
と
今
後
の
計
画
は

問　
今
年
７
月
、
８
月
と
集
中
豪
雨
や

台
風
の
影
響
が
心
配
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
あ
り
、
隣
町
の
国
道
４
５
９
号
線
が

通
行
止
め
で
村
民
や
観
光
客
へ
影
響
が

あ
っ
た
。

　

今
後
さ
ら
に
、
交
通
が
遮
断
さ
れ
る

よ
う
な
被
害
が
あ
っ
た
場
合
の
計
画
は

あ
る
か
。
ま
た
、
情
報
入
手
や
情
報
発

信
、
村
民
だ
け
で
な
く
観
光
客
へ
の
対

応
に
つ
い
て
、
災
害
発
生
時
の
対
応
と

防
災
対
策
の
現
状
に
つ
い
て
伺
う
。

答
（
村
　
長
）

交
通
が
遮
断
さ
れ
る
よ
う
な
被
害
が

あ
っ
た
際
の
村
の
対
応
と
し
ま
し
て
は
、

各
課
で
情
報
を
共
有
し
、
連
携
を
と
り

対
応
し
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
情
報
伝
達
の
手
段
と
し
ま
し

て
は
防
災
無
線
や
防
災
メ
ー
ル
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
の
周
知
に
加
え
、Ｘ︵
エ
ッ

ク
ス
︶、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、
Ｌ
ア
ラ
ー

ト
、
さ
ら
に
は
10
月
か
ら
は
村
公
式
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
り
村
民
や
観
光
客
へ
情
報

発
信
を
行
い
、
安
全
で
安
心
な
村
づ
く

り
へ
全
力
で
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

問　
災
害
情
報
発
信
に
関
し
て
は
、
観

光
客
に
対
し
、
村
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
有

効
活
用
や
、
指
定
緊
急
避
難
場
所
等
へ

の
適
切
な
標
識
の
設
置
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
適
切
に
人
員
配
置
を
行
い
、

行
政
区
長
と
の
連
携
が
必
要
で
あ
る
が
、

村
の
体
制
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

の
か
。

答
（
総
務
企
画
課
長
）

災
害
状
況
に
よ
り
、
村
で
は
災
害
対

策
本
部
を
行
い
、
適
切
な
人
員
配
置
を

行
う
よ
う
努
め
て
お
り
ま
す
。

問　
各
地
区
に
防
災
士
の
資
格
を
有
し

た
方
が
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
レ
ク
チ
ャ
ー

す
る
と
い
っ
た
体
制
づ
く
り
が
必
要
と

考
え
る
が
、
村
で
は
そ
う
し
た
予
算
を

確
保
し
防
災
士
の
資
格
取
得
者
を
計
画

的
に
確
保
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

答
（
総
務
企
画
課
長
）

今
年
、
役
場
職
員
や
村
消
防
団
等
４

名
分
の
資
格
取
得
に
係
る
予
算
を
計
上

し
、
９
月
に
講
座
を
受
講
し
て
お
り
ま

す
。今

後
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
防
災

活
動
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

問　
村
で
は
、２
０
２
１
年
に「
北
塩
原

村
自
転
車
活
用
推
進
計
画
」を
策
定
し
、

自
転
車
利
用
促
進
に
向
け
良
好
な
走

行
環
境
づ
く
り
や
健
康
増
進
、
サ
イ
ク

ル
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
推
進
に
よ
る
観
光
・

地
域
振
興
、
自
転
車
利
用
に
お
け
る
安

全
・
安
心
の
確
保
に
つ
い
て
明
記
さ
れ

て
い
る
。

　

自
転
車
活
用
、
特
に
サ
イ
ク
ル
ツ
ー

リ
ズ
ム
の
現
状
と
今
後
の
計
画
に
つ
い

て
伺
う
。

答
（
村
　
長
）

　

サ
イ
ク
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、

令
和
３
年
７
月
に
策
定
し
た
北
塩
原
村

自
転
車
活
用
推
進
計
画
や
、
今
年
の
８

月
に
設
立
し
た
北
塩
原
村
自
転
車
活
用

推
進
協
議
会
に
よ
り
、
サ
イ
ク
ル
ツ
ー

リ
ズ
ム
の
情
報
や
課
題
を
共
有
し
、
連

携
し
て
推
進
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
台
湾
の
自
転
車
メ
ー
カ
ー
を

取
り
扱
う
事
業
者
へ
委
託
し
、
サ
イ
ク

ル
イ
ベ
ン
ト
へ
の
ブ
ラ
ン
ド
化
な
ど
を

推
進
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
に
つ
き
ま
し
て
は
、
自
動
車
、

自
転
車
、
歩
行
者
の
安
全
確
保
と
サ
イ

ク
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
の
た
め
、
村
内

の
環
境
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
体
制
の
整
備

な
ど
、
関
係
機
関
と
連
携
し
取
り
組
ん

で
ま
い
り
ま
す
。

問　
サ
イ
ク
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
推
進
に

関
し
、道
路
の
安
全
対
策
は
も
と
よ
り
、

近
隣
町
村
と
連
携
し
た
情
報
共
有
や
、

先
進
地
事
例
の
取
り
組
み
を
も
と
に
、

積
極
的
な
Ｐ
Ｒ
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
各
課
で
連
携
し
て
取
り
組
む

た
め
の
体
制
や
、地
域
住
民
、あ
る
い
は

地
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の

導
入
も
必
要
と
考
え
る
が
、
村
で
取
り

組
む
考
え
は
あ
る
か
。

答
（
村
　
長
）

　

そ
う
し
た
外
部
人
材
の
登
用
も
一
つ

の
方
法
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、

専
門
的
分
野
を
持
ち
備
え
て
い
る
方
々

の
採
用
に
関
し
、
今
後
調
査
を
し
な
が

ら
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。▲サイクルツーリズムの推進へ（ヒルクライム大会）
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村
の
農
業
施
策
の
現
状
と

村
の
農
業
施
策
の
現
状
と

今
後
の
対
応
は

今
後
の
対
応
は

問　
村
で
は
、
東
京
農
業
大
学
と
連
携

を
強
化
し
、
村
の
農
産
物
を
ブ
ラ
ン
ド

化
、
そ
し
て
市
場
開
拓
を
進
め
る
と
し

て
い
る
が
、現
在
の
進
捗
状
況
と
、ブ
ラ

ン
ド
化
す
る
農
産
物
と
販
路
拡
大
の
手

法
を
伺
う
。

　

ま
た
、
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
の
再
活
用
に

よ
る
支
援
実
績
と
、
４
地
区
別
の
遊
休

農
地
の
面
積
に
つ
い
て
併
せ
て
伺
う
。

答
（
村
　
長
）

現
在
、
村
の
農
産
物
の
ブ
ラ
ン
ド
と

し
て
は
、
高
原
野
菜
が
地
域
ブ
ラ
ン
ド

と
し
て
認
知
さ
れ
、
今
後
も
東
京
農
業

大
学
と
連
携
し
て
実
証
を
進
め
、
ブ
ラ

ン
ド
化
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
販
路
の
拡
大
と
し
て
は
、
観

光
産
業
と
連
動
し
、
直
売
所
含
め
拡
大

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

答
（
村
　
長
）

北
塩
原
村
ブ
ラ
ン
ド
の
確
立
と
い
う

こ
と
は
、
農
業
の
維
持
や
、
後
継
者
問

題
の
解
消
と
い
っ
た
観
点
か
ら
も
必
要

と
考
え
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
中
央
卸
売
市
場
な
ど
へ
出

す
こ
と
を
考
え
る
と
、
現
時
点
で
の
生

産
量
で
は
難
し
い
の
で
、
生
産
機
関
の

確
保
な
ど
の
課
題
も
含
め
、
今
後
も
継

続
し
て
考
え
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま

す
。

問　
希
少
価
値
を
利
用
し
た
ブ
ラ
ン
ド

化
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

　

村
で
は
杉
並
区
と
の
ま
る
ご
と
保
養

地
協
定
に
よ
り
、
杉
並
区
内
で
の
物
産

展
を
行
っ
て
い
る
と
思
う
が
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
の
直
接
販
売
に
関
す
る
チ
ラ

シ
の
配
布
や
、
杉
並
区
民
を
取
り
込
む

た
め
の
工
夫
が
必
要
と
考
え
る
。

　

村
の
農
産
物
の
収
穫
時
期
も
考
え
、

販
路
拡
大
や
情
報
発
信
を
、
観
光
課
と

産
業
課
で
連
携
し
な
が
ら
や
る
こ
と
が

必
要
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

答
（
産
業
課
長
）

イ
ベ
ン
ト
の
開
催
等
に
お
け
る
村
の

農
産
物
の
活
用
に
つ
い
て
も
、
観
光
課

と
各
農
産
物
の
収
穫
時
期
な
ど
を
共
有

し
、
連
携
し
な
が
ら
進
め
て
お
り
ま
す

の
で
、
今
後
も
さ
ら
に
前
に
向
け
て
進

め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

問　
次
に
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
の
再
活
用
に

つ
い
て
、
現
在
村
で
計
上
し
て
い
る
予

次
に
、
リ
ー
ス
事
業
で
導
入
し
た
パ

イ
プ
ハ
ウ
ス
の
再
活
用
に
よ
る
支
援
は
、

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
集
計
結
果
を
踏
ま

え
、
農
家
の
意
向
を
調
整
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
、
村
内
４
地
区
の
遊
休
農
地

の
面
積
に
つ
い
て
は
、
農
業
委
員
会
で

把
握
し
て
い
る
の
が
、
北
山
地
区
26
・

４
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
大
塩
地
区
29
・
５
ヘ

ク
タ
ー
ル
、桧
原
地
区
55
・
３
ヘ
ク
タ
ー

ル
、
裏
磐
梯
地
区
41
・
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
、

合
計
で
１
５
２
・
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な

り
ま
す
。

問　
村
の
米
や
キ
ュ
ウ
リ
、
ア
ス
パ
ラ

ガ
ス
も
含
め
て
、
何
か
特
徴
的
な
も
の

を
有
名
ブ
ラ
ン
ド
と
結
び
つ
け
、
北
塩

原
村
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
Ｐ
Ｒ
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
と
考
え
る
が
、
村
で
は
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

遠え
ん

　
藤ど
う

　
康や
す

　
幸ゆ
き 

議
員

算
で
は
、
支
援
が
不
十
分
と
考
え
る
。

　

以
前
の
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
リ
ー
ス
事
業

の
よ
う
な
支
援
割
合
に
す
る
と
い
っ
た

柔
軟
な
対
応
に
す
べ
き
と
考
え
る
が
、

村
の
考
え
は
い
か
が
か
。

答
（
村
　
長
）

こ
の
事
業
は
農
家
の
高
齢
化
に
よ
り
、

使
用
さ
れ
て
い
な
い
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
の

利
活
用
も
目
的
の
一
つ
で
も
あ
り
、
こ

れ
を
優
先
課
題
と
し
て
取
り
組
み
、
そ

の
後
、
状
況
を
見
な
が
ら
検
討
し
て
い

く
こ
と
が
得
策
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

問　
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
の
再
活
用
に
関
し

来
年
度
予
算
で
は
、
ぜ
ひ
リ
ー
ス
事
業

の
よ
う
な
支
援
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

　

最
後
に
遊
休
農
地
に
つ
い
て
、
村
の

基
幹
産
業
で
あ
る
観
光
と
農
業
を
結
び

つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
有
効
活
用
で
き

る
施
策
が
必
要
と
考
え
る
が
、
い
か
が

か
。

答
（
村
　
長
）

遊
休
農
地
に
つ
い
て
、
地
産
地
消
と

い
う
観
点
や
、
あ
る
い
は
宿
泊
施
設
に

泊
ま
っ
て
い
た
だ
い
た
方
な
ど
が
、
収

穫
体
験
を
行
う
場
と
し
て
活
用
と
い
っ

た
方
法
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
の
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
者
あ
る
い
は
関
係
団

体
と
協
議
を
す
る
中
で
、
さ
ら
に
進
め

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

▲早稲沢地区のとうもろこし畑
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問　
全
国
的
に
人
口
減
少
で
あ
り
、
本

村
で
も
高
齢
化
、
少
子
化
の
流
れ
が
止

ま
ら
ず
子
ど
も
の
出
生
率
の
減
少
が
続

い
て
い
る
。

村
長
は
２
期
目
に
入
り
、
こ
の
よ
う

な
問
題
に
つ
い
て
今
後
ど
の
よ
う
な
政

策
と
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
考
え
て
い
る
の

か
伺
う
。

答
（
村
　
長
）

人
口
減
少
対
策
と
し
て
、
ま
ず
は
仕

事
を
創
出
し
、
移
住
者
を
獲
得
す
る
こ

と
、
そ
し
て
、
子
育
て
対
策
や
住
環
境
、

高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
の
整
備
、
さ
ら
に
は

関
係
人
口
、
交
流
人
口
拡
大
に
向
け
た

情
報
発
信
と
、
村
内
の
子
ど
も
た
ち
や

若
者
等
と
の
対
話
を
積
極
的
に
行
い
、

持
続
可
能
で
魅
力
的
な
地
域
と
な
る
よ

う
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

人
口
減
少
に
対
す
る
今
後
の

人
口
減
少
に
対
す
る
今
後
の

村
の
施
策
は

村
の
施
策
は

問　
村
に
お
け
る
人
口
減
少
対
策
は
急

務
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
支
援

策
や
、
関
連
す
る
情
報
発
信
が
必
要
と

考
え
る
が
、
村
で
は
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
の
か
。

答
（
村
　
長
）

　

今
年
度
、
村
で
は
村
内
を
訪
れ
た
観

光
客
の
方
々
を
対
象
に
村
の
施
設
で
移

住
相
談
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
て
お
り
ま

す
。こ

う
し
た
対
策
に
よ
り
、
以
前
関
東

圏
で
実
施
し
て
い
た
も
の
よ
り
、
相
談

件
数
も
増
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
村
へ

の
移
住
に
つ
な
が
れ
ば
と
い
う
ふ
う
に

考
え
て
お
り
ま
す
。

問　
村
で
は
人
口
減
少
や
高
齢
化
に
伴

い
、
税
収
の
減
収
、
そ
し
て
社
会
保
障

関
係
の
経
費
増
加
に
よ
る
財
政
逼
迫
が

懸
念
さ
れ
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
全
体
の
低

遠え
ん

　
藤ど
う

　
春は
る

　
雄お 

議
員

下
を
招
く
お
そ
れ
も
あ
る
。

　

村
で
は
こ
う
し
た
課
題
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

答
（
村
　
長
）

議
員
ご
指
摘
の
と
お
り
、
税
収
の
減

収
に
伴
う
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
は
懸

念
さ
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
多
く
の
観
光
客
の
方
に

お
越
し
い
た
だ
い
て
、
税
収
を
確
保
す

る
。ま

た
、
ふ
る
さ
と
納
税
と
い
っ
た
自

主
財
源
を
よ
り
多
く
確
保
し
て
い
き
、

村
民
へ
の
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
向
け
て
い

く
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

問　
村
の
自
主
財
源
を
確
保
し
て
い
く

た
め
に
も
、
や
は
り
一
番
は
裏
磐
梯
に

観
光
客
を
ど
ん
ど
ん
引
き
込
む
、
あ
る

い
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼
品
の
充

実
化
や
、
本
村
の
地
域
資
源
を
有
効
活

用
し
移
住
・
定
住
に
結
び
つ
け
る
な

ど
、
全
国
的
な
Ｐ
Ｒ
が
重
要
と
考
え
る

が
、
村
で
は
こ
う
し
た
対
策
を
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

答
（
村
　
長
）

以
前
、
ニ
ュ
ー
ス
番
組
に
て
、
本
村

が
全
国
の
中
で
も
涼
し
い
村
、
い
い
村

だ
と
い
う
こ
と
で
報
道
さ
れ
ま
し
た
が
、

そ
の
後
、
観
光
協
会
に
も
多
く
の
電
話

が
寄
せ
ら
れ
る
な
ど
反
響
が
大
き
か
っ

た
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

今
後
は
、こ
う
し
た
テ
レ
ビ
媒
体
や
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
、
ど
の
よ
う
に
効
果

的
に
発
信
し
て
い
く
か
を
考
え
、
実
践

し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問　
本
村
の
裏
磐
梯
は
、
全
国
的
に
み

て
も
こ
ん
な
に
景
色
が
よ
く
、
魅
力
が

あ
る
と
こ
ろ
は
そ
う
は
な
い
と
感
じ
て

い
る
の
で
、
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
を
行
う
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
今
後
の
村
づ
く
り
に
お
い
て

は
、
少
子
化
問
題
へ
の
対
策
が
最
も
重

要
と
考
え
て
お
り
、
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
い
い
環
境
づ
く
り
を
進
め
な
い

と
、
村
に
残
る
と
い
う
子
ど
も
の
数
も

少
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

こ
う
し
た
課
題
に
つ
い
て
は
、
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

答
（
村
　
長
）

現
在
、
村
に
住
ん
で
い
る
子
ど
も
た

ち
や
、
村
外
へ
出
て
い
る
学
生
、
社
会

人
の
方
々
と
対
話
を
す
る
機
会
を
設
け
、

村
の
現
状
や
子
育
て
支
援
等
に
つ
い
て

意
見
交
換
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
村
の
情
報

に
つ
い
て
発
信
を
行
え
る
よ
う
進
め
て

ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

▲さらなる移住者の拡充へ

▲子育て支援の充実へ

子育て支援に
ついて詳しくは
村ＨＰを
ご覧ください
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「
な
る
ほ
ど
！
」な
先
進
事
例
を
調
査

委
員
会
レ
ポ
ー
ト

委
員
会
レ
ポ
ー
ト

先
進
自
治
体
を
視
察
す
る
こ
と
で
、
村
の
中
だ
け
で
は
知
り
得
ぬ
多
く

の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
各
常
任
委
員
会
に
よ
る
「
県
外
視

察
」
を
報
告
し
ま
す
。

総務文教

経済厚生

【テーマ】 官民連携・デジタル活用

【テーマ】 有害鳥獣対策

財政負担を少なく
関係人口を増やす

高齢化する鳥獣対策
実施隊員の負担を少なく

山形県西川町

宮城県村田町

対話を重ね、
意見交換が必要

高齢化する鳥獣対策実施
隊員の負担軽減が鍵

視察先

視察先

西川町では、民間企業と国の国庫補助や交付金を活用し、
行政の財政負担を少なく、全国で初めてとなる「デジタル住
民票NFT」を実施。

地方への移住の関心が高まる若者層や、富裕層をターゲットに関係人
口・交流人口の増加を図っている。

村田町では、東日本大震災以降、阿武隈川を渡ったイノシ
シが町に入り込み、生息数を急速に拡大させた。そのため、

高齢化する鳥獣対策実施隊員が捕獲し埋設する際の負担が大きくなるな
ど、課題となっていた。そこで、平成30年度に全国で２番目にイノシシ
減容化処理施設を導入した。

西川町では、町の財政負担を少な
く、「住民・関係人口・行政」が三位
一体となり、対話を重ねながら施策
が進められている。

本村においても、村の財政負担を減
らし、効果的な事業の展開について、
積極的な意見交換が必要だと考える。

村田町では、イノシシの捕獲数が年
間最大で571頭にもなり、高齢の鳥獣
対策実施隊員の手掘りでの埋設処理
の負担となっていた。そこでイノシシ
減容化施設を導入し、負担軽減につながった。本村においても鳥獣対策
実施隊員の負担を少なく、活動を継続できる環境整備が必要と考える。

調査内容

調査内容

議会の
視　点

議会の
視　点

▲説明を受ける村総務文教常任委員

▲意見交換をする村経済厚生常任委員

西川町ＨＰ
（かせぐ課）

村田町ＨＰ

NFT（Non-Fungible Token）とは…偽造改ざん不能のデジタルデータであり、ブロックチェーン上で、
デジタルデータに唯一性を付与して、真贋性（しんがんせい）を担保する機能や、取引履歴を追跡できる
機能を持つものとされている。【出典】「令和５年版情報通信白書 Web3の応用事例」（総務省）（https://
www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd131120.html）より一部抜粋
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農
業
を
通
し
て
村
の
力
に

　

小こ

薮や
ぶ　

拓た
く

実み
︵
松
陽
台
︶

い
つ
か
自
然
豊
か
な
環
境
に
身
を
置

き
た
い
と
い
う
思
い
を
抱
き
、
生
活
の

中
に
自
然
が
あ
る
暮
ら
し
、
そ
し
て
自

然
と
の
関
わ
り
が
深
い
仕
事
で
あ
る
農

業
を
生
業
に
し
た
い
と
い
う
思
い
か

ら
、
就
農
支
援
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊

と
し
て
、
昨
年
十
一
月
よ
り
「
農
業
法

人
株
式
会
社
あ
い
ば
せ
」
に
入
社
い
た

し
ま
し
た
。

本
格
的
な
農
業
は
大
半
が
重
労
働
で

す
。
し
か
し
作
物
を
育
て
る
楽
し
さ
、

そ
し
て
収
穫
の
喜
び
は
何
事
に
も
代
え

難
い
経
験
で
す
。
農
業
に
関
す
る
知
識

や
、
農
業
機
械
の
扱
い
や
技
術
、
そ
し

て
夏
の
暑
さ
な
ど
、
農
家
さ
ん
の
凄
さ

を
実
感
し
、
そ
し
て
自
分
も
少
し
ず
つ

農
家
の
頭
と
身
体
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

移
住
か
ら
ま
も
な
く
一
年
が
経
ち
ま

す
。
出
身
の
栃
木
県
と
は
比
べ
物
に
な

ら
な
い
雪
の
季
節
が
や
っ
て
き
ま
す
。

雪
に
よ
る
不
便
さ
は
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
を
生
活
の
一
部
と
し
雪

国
の
暮
ら
し
に
も
慣
れ
て
い
き
ま
す
。

北
塩
原
村
の
農
業
の
現
状
は
他
地
域

同
様
、
後
継
者
不
足
や
耕
作
放
棄
地
な

ど
様
々
な
問
題
が
あ
る
と
認
識
し
て
お

り
ま
す
。
休
耕
地
の
有
効
活
用
や
、
村

の
農
作
物
の
販
路
拡
大
な
ど
、
自
分
の

存
在
や
「
あ
い
ば
せ
」
が
、
少
し
で
も

村
の
力
に
な
れ
た
ら
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

このコーナーは村民の皆様よりお寄せいただいた声を掲載しています。投稿ご希望
の方は、下記の「村民の声」応募要項をご参照ください。皆様のご投稿を心よりお待
ちしております。

北塩原村議会広報 議会だより 〈「村民の声」応募要項 〉
テ ー マ ： 自由（村への要望などは除きます。）
字 数 制 限 ： 500字程度
掲 載 ： 年４回発行議会だよりへ掲載します。
選 考 ： 議会広報調査特別委員会にて選考・決定します。
応 募 方 法 ： 投稿文に住所・氏名・電話番号を明記し、本人の写真を添付の上、

下記の宛先に郵送または、メールアドレスに送付願います。
（写真の準備が出来ない場合は撮影に伺います。）

宛 先 ： 〒966-0485 北塩原村大字北山字姥ヶ作3151　北塩原村議会事務局
E-mail：gikai01@vill.kitashiobara.fukushima.jp

（役場本庁、裏磐梯合同庁舎、桧原出張所の窓口にご持参いただいても結構です。）

第第1616回回 村民の声

▲地域おこし協力隊情報

▲地域おこし協力隊関連情報

▲地域おこし協力隊　小籔拓実さん
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注意事項
※　録画配信は、本会議終了後、配信までに10日程度かかります。
　　（録画配信の時期は目安であり変更となる場合がありますので、ご了承ください。）
※　配信予定の映像は北塩原村の公式記録ではありません。
※　配信映像の著作権は、北塩原村議会に属します。（無断での転載や改編はできません。）
※　PC、タブレット、スマートフォンによる視聴は、パケット通信料定額制の加入契約をしていない

場合、通信事業者から高額な料金を請求される場合がありますので特に御注意ください。

◆ お問い合わせ　
　北塩原村議会事務局（０２４１－２３－３２６３）

注目!!

北塩原村議会では、令和６年７月より本会議
の録画映像をインターネットにて配信し、９月
定例会から、本会議のライブ配信も開始しまし
た。

議会傍聴することのできない方など、議会を
より多くの方にご覧いただけるよう利便性の向
上を目指し、環境整備を行いました。

本会議のライブ配信終了後、おおむね10日前
後（土・日・祝日を除く）には、録画配信の視
聴が可能となる予定です。（編集作業等により、
録画配信の時期が遅れる場合もございます。）

本会議のライブ・録画映像配信をご覧いただ
けます。

録画配信は、各本会議、発言者（一般質問のみ）
ごとに検索ができ、24時間いつでもご覧いただ
けます。

本会議が開催される際は、北塩原村議会HPの
「会議案内」にて、議事日程等の内容をお知らせ
いたします。

本会議をライブ配信にてご視聴の方は、ご確
認いただき、ご利用ください。

議会映像配信をご覧になるには
【本会議の映像配信】 【会議案内・議事日程】

議会HP
（議会映像配信の案内）

議会HP
（会議案内）
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北
塩
原
村
、
西
会
津
町
、
磐
梯
町
、
猪
苗
代
町
で
構
成
さ

れ
る
、
会
津
耶
麻
町
村
議
会
議
員
研
修
会
が
、
令
和
６
年
10

月
４
日
西
会
津
町
公
民
館
を
会
場
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
毎
年
そ
れ
ぞ
れ

の
町
村
を
会
場
に
開
催
し
、

会
津
耶
麻
町
村
議
会
の
全
議

員
が
一
堂
に
会
し
て
、
一
つ

の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
講
師

を
招
き
、
先
進
事
例
や
そ
の

課
題
に
つ
い
て
研
修
を
行
っ

て
い
る
も
の
で
す
。

今
年
は
、「
会
津
の
地
域
振

興
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
」

と
題
し
、
会
津
地
方
振
興
局

企
画
商
工
部
長
の
鶴
巻
貴
司

氏
が
講
師
と
な
り
、
講
演
さ

れ
ま
し
た
。

各
町
村
の
議
員
の
方
々
は
、

鶴
巻
氏
の
講
演
内
容
に
熱
心

に
耳
を
傾
け
、
そ
の
後
活
発

な
意
見
交
換
が
な
さ
れ
ま
し

た
。そ

し
て
、
講
演
後
に
は
西

会
津
町
の
「
野
沢
民
芸
品
製

作
企
業
組
合
」
の
施
設
見
学

を
行
い
、
職
員
か
ら
の
説
明

に
耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。

議
会
映
像
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
配
信
が
開
始
さ
れ
、

村
民
の
皆
さ
ま
が
気
軽
に

議
会
を
ご
覧
い
た
だ
け
る

環
境
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

議
会
広
報
で
は
、
議
会

の
様
子
を
分
か
り
や
す
く

お
伝
え
出
来
る
よ
う
委
員

一
同
、
今
後
も
精
進
し
て

ま
い
り
ま
す
。

今
年
も
残
り
２
ケ
月
、

村
民
の
皆
様
が
健
康
で
１

年
を
終
え
ら
れ
る
よ
う
願

う
ば
か
り
で
す
。

�

委
員
一
同

  

議
　
　
長 

五
十
嵐
善
清

  

委 

員 

長 

遠
藤
　
康
幸

  

副
委
員
長 

伊
藤
　
敏
英

  

委
　
　
員 

柏
谷
　
孝
雄

  

委
　
　
員 

北
原
　
安
奈

 

編 

集 

責 

任 

者

 

編  

集  

委  

員

編
集
後
記

１．議会を傍聴しようとする方は、名簿に記載願います
２．傍聴席では、帽子、コート、マフラー等はお脱ぎください
３．傍聴席には、原則、カバン類の持ち込みはできません
４．傍聴者は、議場に入ることはできません
５．傍聴席での飲食、喫煙、私語、拍手等は禁じられています
６．議場での言論に対して、公然と可否を表明したり、談論やその他騒ぎ立てたりしないでください
７．携帯電話は、電源を切るかマナーモードにするとともに、議会中は操作しないようにしてください
８．議会の撮影、録音等は許可を得た場合以外は行わないでください
９．児童及び乳幼児は傍聴席に入れません
10．その他、議会の妨害等となる場合は、退場を命じます
11．原則として、会議中の入退出を禁止します
12．傍聴人はすべて議長または、係員の指示に従ってください

 
議
会
傍
聴
注
意
事
項

【 議会傍聴のすすめ 】【 議会傍聴のすすめ 】
　北塩原村村議会の傍聴は「北塩原村議会傍聴規則」に基づき実施されています。今回はその内
容の一部を分かりやすくご紹介し、より多くの方に傍聴いただけるようにご案内いたします。

会
津
耶
麻
町
村
議
会
議
員
研
修
会
へ
参
加

「
会
津
地
方
の
振
興
と
課
題
」を
学
ぶ

議会活動報告議会活動報告

▲「施設見学」の様子 ▲西会津町公民館での研修会


